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地方自治法第１９９条第１２項の規定により、東広島市長から平成３０年度財政援助団体

等監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとお

り公表する。 
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財政援助団体等監査の監査結果に基づく措置について 

 

 

１ 監査の対象 

対象法人等 監査結果報告提出年月日 措置事項通知年月日 

オスカー管財株式会社 

平成３１年３月２７日 

（東広監委第３９号） 

平成３１年４月２２日 

（東広農水第７５号） 

 

 

２ 監査の実施期間 

平成３０年１１月１６日から平成３１年３月２２日まで 

 

 

３ 監査の結果（指摘事項）及び措置の内容 

監 査 の 結 果（指 摘 要 望 事 項） 措  置  の  内  容 

１ 協定等に基づく義務の履行状況 

(1) 年度別協定第４条により、第４期分

の指定管理料で光熱水費及び修繕費を

精算する規定になっているが、修繕費

 

1-(1)については、指定管理者に対し、翌年度

当初に早急に光熱水費と修繕費を提出するよう

指導するとともに、四半期ごとに開催する連絡



として扱えるか検討に時間を要したた

め翌年度に返還金として処理してい

た。 

今後は、早期に事務処理を行うよう

改められたい。 

 

 

(2) 基本協定第３３条に定める業務報告

書を提出していなかった。また、基本

協定第３５条に定める利用状況報告書

に、施設の点検、修繕の実施状況や管

理経費の収支状況についての報告が添

付されていなかった。 

基本協定に基づき適正な事務処理に

改められたい。 

 

 (3) 第３期分の指定管理料の請求が年度

別協定第４条第２項で定める期日より

も早く行われていた。 

年度別協定に基づき適正な事務処理 

に改められたい。 

調整会議において修繕費と光熱水費の執行状況

を報告するよう指示し、逐次修繕費と光熱水費

の執行状況を精査することとした。平成３０年

１２月２１日と平成３１年３月８日の連絡調整

会議において、指示どおり執行状況が報告され

たことを確認した。 

 

1-(2)については、平成３０年１２月２１日に

指定管理者との連絡調整会議を開催し、適正な

様式を用い、協定に定める状況報告を全て添え

て提出するよう指示・指導を行った。また、報

告書の受理時に様式と全ての状況報告が揃って

いることを複数名で確認するよう改め、再発防

止策を講じた。 

 

 

1-(3)については、年度別協定書に定める請求

日を確認した上で適切な時期に請求するよう、

指定管理者を指導するとともに、請求書の受理

時に、担当者が年度別協定を確認するよう改め、

再発防止策を講じた。 

 


